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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成30年1月18日(2018.1.18)

【公表番号】特表2017-501864(P2017-501864A)
【公表日】平成29年1月19日(2017.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-003
【出願番号】特願2016-538011(P2016-538011)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  27/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  35/10     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  37/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  37/08     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 301/10     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 303/04     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ   27/04     　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ   35/10     ３０１Ｇ
   Ｂ０１Ｊ   37/02     １０１Ｚ
   Ｂ０１Ｊ   37/08     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  301/10     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  303/04     　　　　
   Ｃ０７Ｂ   61/00     ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月30日(2017.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　担体上に、銀、レニウム、セシウム、リチウム、タングステン及び硫黄を含むアルケン
のエポキシ化用触媒であって、該タングステンが、担体上に、タングステンに対する硫黄
の原子比が１５０ｐｐｍ以下のタングステン化合物として堆積したものであることを特徴
とする触媒。
【請求項２】
　前記担体が酸化アルミニウム担体である請求項１に記載の触媒。
【請求項３】
　前記担体が少なくとも８５％の純度を有するアルファ－酸化アルミニウムである請求項
１又は２に記載の触媒。
【請求項４】
　前記担体が二峰性の細孔径分布を有する請求項１～３のいずれか一項に記載の触媒。
【請求項５】
　前記担体が、０．１～１５μｍの範囲の細孔直径を有する細孔、及び、１５～１００μ
ｍの範囲の細孔直径を有する細孔を少なくとも含む、二峰性の細孔径分布を有する請求項
１～３のいずれか一項に記載の触媒。
【請求項６】



(2) JP 2017-501864 A5 2018.1.18

　前記担体が０．６～１．３ｍ２／ｇの範囲のＢＥＴ表面積を有する請求項１～５のいず
れか一項に記載の触媒。
【請求項７】
　担体上に、１０～２５質量％の量の銀、１５０～４５０ｐｐｍの量のレニウム、１００
～６００ｐｐｍの量のセシウム、５０～３００ｐｐｍの量のリチウム、８０～２５０ｐｐ
ｍの量のタングステン、及び５～１５０ｐｐｍの量の硫黄を有し、該タングステンが、担
体上に、タングステンに対する硫黄の原子比が１５０ｐｐｍ以下のタングステン化合物と
して堆積したものである請求項１～６のいずれか一項に記載の触媒。
【請求項８】
　ナトリウム、カリウム、ルビジウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロ
ンチウム、バリウム、マンガン、モリブデン、カドミウム、クロム、スズ及びそれらの２
種以上の混合物からなる群から選択される、少なくとも１種の更なる促進剤を含む請求項
１～７のいずれか一項に記載の触媒。
【請求項９】
　アルケンのエポキシ化用触媒を製造する方法であって、担体上に、銀、レニウム、セシ
ウム、リチウム、タングステン及び硫黄を堆積することを含み、ここで、該タングステン
は、担体上に、タングステンに対する硫黄の原子比が１５０ｐｐｍ以下のタングステン化
合物として堆積する必要があることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　乾燥工程をさらに含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　２７０～２９５℃の範囲の温度でか焼することをさらに含む請求項９又は１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　エチレンからエチレンオキシドを製造する方法であって、請求項１～８のいずれか一項
に記載の触媒の存在下でエチレンを酸化することを含む特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の触媒をアルケンのエポキシ化に使用する方法。
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